
○潮谷部会長   

竹下委員、よろしゆうございますか。  

○竹下委員   

ごめんさい。ちょっとかみ合っていないので、僕の質問の意図は、措置制度から契約方  

式に変わったというのは、それは形式の問題でしょう。中身の議論を聞きたいわけです。  

すなわち、今おっしやったことから推測するに、措置制度では行政が決める、我々が自分  

で決められないじやないかという、自己決定権のところが聞こえてきたんですね。そうで  

あれば、自立支援法においても、自己決定権というものをあくまでもきちっと保障すると  

いうか、制度化されるべきだろうということでとらえていいわけでしょうか。  

○森日本身体障害者団体連合会常務理事   

そのとおりでございます。したがって、私のほうで、利用者の在り方だとかいろいろ柱  

を立てております。それは自己決定権の上でできるようなっもりで書いているつもりです。  

ですから、直せるものは直してもらいたいと、こういう形でいきたいということです。  

○竹下委員   

よく分かりました。  

○潮谷部会長   

ほかにございませんでしょうか。   

どうぞ。  

○小澤委員   

東洋大学の小澤ですが、同じく目身連に1点、相談支援の充実ということで、ここにケ  

アマネジャー制度と障害者相談員等の活用と。後者のほうは既にあることをどうするかな  

んですが、前者のケアマネジャー制度、これは何か具体的なイメージ、もうちょっと知り  

たいんですけれども、よろしくお願いします。  

○森日本身体障害者団体連合会常務理事   

まず、相談員の問題につきましては、今、大変大きな問題になっていることはご案内だ  

と思うんです。したがって、そう軽々しく言っているつもりはございません。   

2番目でございますが、今、一番初めに必要な問題は相談の窓口の問題です。したがっ  

て、相談していろいろサービスを受けるとしても、ちゃんとしたシステム化になっていな  

ければならないだろうと。いわゆる法的に保障されていなきやならないだろうと。ケアマ  
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ネジャー制度については、介護保険のときにもやりましたけれども、障害者の問題のとき  

には、そういう詰もあったけれども何かあいまいな形になっているんじやないかと、こう  

思っております。   

以上です。  

○／ト澤委員   

分かりました。具体的に何かというを知りたかったんですが、過去いろいろな経過で結  

構あいまいな状況になっていると、そういうご指摘でよろしいですね。  

○森日本身体障害者団体連合会常務理事   

はい。  

○小澤委員   

分かりました。  

○潮谷部会長   

ほかにございませんでしょうか。   

どうぞ、広田委員。  

○広田委員   

日本障害者協議会の藤井さんにお尋ねしますが、お疲れさまです。   

たくさんの団体が入っているようですが、私は衆議院の参考人に出たときに、ぜひ自立  

支援法のことで所得保障をしていただきたいという意見を述べたんですが、藤井さんのほ  

うとして、所得保障を具体的にどんな形で考えておられるでしょうか。  

○藤井日本障害者協議会常務理事   

これはいろんな議論がありまして、まず基本的に、国の今までの見解を聞いていますと、  

就労を併せて所得保障という考え方を持っているらしいんですが、私は、就労と所得をま  

ず区分けをするということを基本に置きたいと思っています。   

その上で、障害を持った人たちの稼待能力、現に厳しいわけですから、この国では生活  

保護という一つの大きな基準があります。少なくともその基準をクリアするような生活水  

準に持っていく必要があるだろうと。そのときに、この国は現実、住宅問題というのが大  

変厳しくかかってくるわけですね。そういう点で言うと、生活のレベルと同時に住宅の経  

費ということ。こういうことを併せて考えていくべきだというふうに考えています。した  

がって、就労と所得保障は区分けをするという前提と、生活保護のレベルを下回らない、  

プラス住宅の費用をどうするか。  
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同時に、扶養義務制度と絡んでくるんですが、自立ということを、あるいは独立という  

ことを標梼する場合、家族依存を前提にするとか、そこも併せて、そこは抜き去って考え  

ると、これが私どもの基本的な考えです。そうしますと、生活水準のレベルで言いますと、  

さっき笹川さんがおっしやったような一つの案も出るんじやないかなと、こう考えていま  

す。  

○潮谷部会長   

ほかにございませんでしょうか。  

○山岡委員   

日本発達障害ネットワークの山岡でございます。   

日本障害者協議会の藤井常務にお聞きしたいんですけれども、障害者の範囲のところで、  

JDとしては、総合的な障害者福祉法の実現ということを主張されていて大変共感を覚え  

ております。また、手帳が全ての入り口の要件ということでお話しされたんですけれども、  

その場合、お考えになっていると思うんでお聞きしたいんですけれども、手帳がない場合  

のサービス提供、どこで判断したり、どこで認定をしたりということをどういうふうにお  

考えになっているか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。  

○潮谷部会長   

よろしくお願いいたします。  

○藤井日本障害者協議会常務理事   

これも先ほど来の障害程度区分、森さんがおっしやっていましたけれども、幾ら切り刻  

んでも実態は出てこないだろうということに関係してきますけれども、私どもとしては、  

これについてはいろんな面で議論してまいりました。さきの措置費から支援費に変わった  

ときにも、いわゆる手帳制度をこっちに置いておいて、新しい視点から生活障害という観  

点からそれをとらえていく。そういう点で考えますと、多くの工業先進国がとっています  

2つの軸、すなわちニーズという軸と、それから環境要因という、環境要因というのは家  

族支援でもあれば、地域の社会資源の状況があるでしょう。含めて、ニーズと環境因子と  

いうことを掛け合わせた一つの基準ということを基準化できるんじやないかと。   

併せて、少なくとも今の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法で言う  

定義とか基準というのは、もうここにいらっしやる方々は分かっていますとおり、ほとん  

ど実態が合っていないわけですから、それを考えますと、今言ったような視点で早急に検  

討していただきたいというふうに思います。  

○潮谷部会長  
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山岡委員、いかがでございますか。  

○山岡委員   

ありがとうございました。  

○潮谷部会長   

佐藤委員、どうぞ。  

○佐藤委員   

藤井さんに、今の関連でご質問申し上げたいと思うんですが、総合的な障害者福祉法の  

方向性については私も全く同感でありまして、前回でも前々回でも、とにかく障害者基本  

法が定義している障害者の水準にまずはいくべきだということを繰り返し述べてきたっも  

りなんですけれども、ただ、先ほど来、皆さんも同じようにおっしやるわけですけれども、・  

介護保険との統合を前提にしないということは大いに評価されると、そうし 

いということでおっしやるわけですが、私は、介護保険の利用者の方々というのは、明ら  

かに高齢によって、あるいは以前から障害を持っている方々だと認識をしておりまして、  

そういう文脈で言えば、将来、障害を持つ方々の介護、福祉、広い意味の福祉を含めた制  

度と、それから介護保険との相互乗り入れといいますか、統合といいますか、そういうも  

のは視野に入らないのかということが、私としては合点がいかないところなんですけれど  

も、その点についてもう一度、今の現状での考え方を整理していただければと思いますけ  

れども。  

○潮谷部会長   

よろしくお願いいたします。  

○藤井日本障害者協議会常務理事   

これは私、藤井個人の見解と思って聞いてください。私自身は、多分純粋な政策論議を  

しますと、佐藤委員がおっしやった方向はあると思います。ただ、現行の介護保険をどう  

してもイメージしちやいます。この現行の介護保険というのは、お分かりのように、負担  

の割合、あるいは近未来の負担増の展望、こう考えた場合、どう考えても財政政策との関  

係が非常に色濃いという点において、つまり純粋な政策論議をするのか、それとも今日の  

財政政策という観点から論議するのかという点において、 もし入り口が違いますと不幸な  

すれ違いとなるわけであって、私はどっちかというと後者の、今日の介護保険の問題とい  

うのは、決して純粋な政策論議ということでは、利用料の1割から、いずれ2割、3割と  

いうことも展望されています。そういうものを含みますと、単純に今の介護保険制度に合  

体ということは、少なくとも大変危倶をする。  
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同時に、お分かりのように、これは釈迦に説法だと思うんですが、障害を持った弱齢障  

害者の介護問題というのは、高齢障害者のそれと一緒かと申しますと、あるいは高齢者と  

一緒かというと、やはりこれも言われていますように、若いがゆえに様々な支援が要ると  

いう点で言うと、これも一部重なって、一部は違うだろうと。   

こういう整理をしていきますと、まだまだこれに関しては、単純に短期間にこういう場  

で議論できる問題ではなかろうという点において、 私は現段階では、日身連がおっしやつ  

たように、介護保険統合を前提にしない議論のほうがよかろうと、こういう立場に立つわ  

けです。  

○潮谷部会長   

ありがとうございました。   

今、非常に重要な部分での論議が進められているわけですが、意見がございますならば  

伺わせていただきたいと思いますけれども、佐藤委員。  

○佐藤委員   

確認の意味でもう一度だけ簡単に申し上げたいと思いますが、私は、先ほどの自分自身  

の問題意識は、純粋に政策の方向性の問題として、それは決して来年、再来年という話だ  

けのことではなくて、5年先、10年先、あるいはもっと先も含めた問題として提起したっ  

もりでありまして、もちろん、今、現状の介護保険が、それはそれとして大きな問題を含  

んでいて、高齢者の支援、あるいは高齢者を抱える家族の支援として、有効に機能してい  

るのかどうか、これ自身もまた問題であります。   

そのことは十分分かっているつもりですが、それを含めて現状を変えていくために、ど  

ういう方向性を共有しながら、当面の手段を考えていくというところで議論していかない  

と、入り口のところが違うということで、仇同士になってしまうような方向性というのが、  

この間、こういう場の議論の中ではよくよく見られるという感じがしております。それは  

恐らく、今得ているそれなりの、これまで獲得してきたいろんな状況があると思うんです  

けれども、それをあたかも既得権のようにして守っていこうという方向で現状を考えるか、  

あるいは、やや大胆に将来に向かって新しい提起をするかというスタンスの違いがあるの  

かもしれませんけれども、ぜひ長期的な視野で議論するということも皆さんに訴えたいと  

思います。   

以上です。  

○潮谷部会長   

ありがとうございます。   

この問題につきましては、政策論としてどのように今後方向性をたどっていくかという  

点では、非常に重要な論議が今なされているというふうに思いますので、もしかしたら、  
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目の前にやっていかなければならない課題と、中長期的に展望していかなければならない  

課題と、そういったものが含まれてくるのではないかと思いますが、この辺で、この論議  

を続けていくと非常に大変になってまいりますので、私は今、座長として聞いている限り  

では、入り口論のところでは、政策として考えれば差が非常にあるようではありますが、  

藤井様のご意見を聞いていると、将来方向性としては佐藤委員と同じような方向でいらっ  

しやるんではないかなと思ったんですが…‥・  

○竹下委員   

ちょっとそれは異論があるんです、そういうまとめそのものにも。  

○潮谷部会長   

失礼しました。部会長として、ふさわしくない意見でした。   

藤井さん、どうぞ。  

○藤井日本障害者協議会常務理事   

私は、1つつけ加えておかなくちゃいけないことがあるんですが、今の介護保険制度を  

見た場合、例えば利用料1割。よく、高齢者も1割払っているんだから障害者もという問  

題があるんですが、実は現行の介護保険を見ますと、1割がきつくて介護保険が利用でき  

ないという高齢者はいっばいいらっしやるんですね。したがって私は、改めて、今の介護  

保険を前提にしちやうと、これはとてもその議論にはなかなか応じにくいんです。改めて  

私は、障害問題から、逆に老人間題にフィードバックをすると、本当にあの介護保険の利  

用と負担というのがあれでいいんだろうかと。大きな保険原理ということ自体もいろいろ  

と問われてきますけれども、とりあえず私は利用料問題で言うと、障害問題からもう一回  

高齢者問題にフィードバックをして、あれでいいんだろうかと、それも含めて議論してお  

かないといけないので、単純に大きな長い面では、もちろん議論の意味はあると思うんで  

すけれども、余りにもそれと今の介護保険問題は問題が大き過ぎるという点を1つ言って  

おくのと、最後にもう1点、なおかつその議論をするとしますと、障害者の基盤整備、そ  

れから家族依存を前提にした今の制度、それから所得保障の不十分さ、幾つか前提条件を  

クリアしないと、その分だけピックアップした議論ということは、やっぱり難しいんじや  

ないかという気がしております。  

○潮谷部会長   

ありがとうございます。   

それでは、この論議につきましては一応これで閉じさせていただきまして、時間がまい  

りましたので、前半の論議のヒアリングを終わりたいと考えております。   

ご発表いただきました皆様、それから質問あるいは問題提起をしてくださいました委員  
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の皆様、ありがとうございました。   

これから10分間休憩に入りたいと思います。  

〔休  憩〕  

○潮谷部会長   

それでは、後半の部を再開させていただきます。   

まず、事務局のほうから関係団体の方々のご出席のご紹介、それから資料の確認をして  

いただきたいと思います。  

○蒲原企画課長   

それでは、本日の会議の後半における団体の出席の方々をご紹介いたします。   

後半部分でご出席いただいておりますのは、まず最初に、全日本手をつなぐ育成会より  

常務理事の大久保常明様でいらっしやいます。   

続きまして、DP1日本会議より事務局長の尾上浩二様でございます。山本様もー緒で  

ございます。   

続きまして、日本発達障害ネットワークより副代表の氏田照子様でございます。   

日本自閉症協会より、会長の石井哲夫様でございます。   

全国地域生活支援ネットワークより、代表理事の田中正博様でございます。   

資料につきましては、先ほどの前半部分に引き続きまして、後半部分の資料ということ  

になってございますので、お手元の資料番号でいきますと資料6からということになって  

ございますので、よろしくお願いいたします。  

○潮谷部会長   

ありがとうございました。   

それでは、障害者自立支援法の見直しに関しまして、前半に引き続き関係団体からご意  

見を賜りたいと思います。   

後半の議事の終了でございますけれども、概ね16時40分ぐらいを考えておりますので、  

どうぞ皆様よろしくお願いをいたします。1つの団体で10分程度予定をしておりますので、  

ご協力方、よろしくお願いいたします。   

まず、全日本手をつなぐ育成会の大久保様にご意見を賜りたいと思います。  

○大久保全日本手をつなぐ育成会常務理事   

ご紹介いただきました大久保です。   

それでは、資料6に基づいてご説明申し上げたいと思います。   

私どもの団体は、知的障害のある人の家族と本人の会ということで活動してきておりま  
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すけれども、1から12まで項目立てしております。   

まず、私どもが強調したいところとして、障害者自立支援法というのは大人を中心とし  

た法律ですけれども、障害児支援の充実・強化というのをまず第一に挙げさせていただい  

ております。と申しますのも、当然、障害を持っているお子さんが成長して大人になるわ  

けですけれども、その子どもの．段階でいかに適切な支援、この支援というのは、お子さん  

自身もそうですけれども、子育て支援・家族支援、こういった形で適切な育ちの環境を確  

保していく、これがまず前提であるということです。そういうところでもって、当然、一  

次障害はございますけれども、二次障害の発生予防にもつながる。   

さらには、障害者自立支援法の目指す自立とか一般就労、こういうことも効果的に進め  

ることができるということで、自立支援法そのものの実効性も高めることができる。その  

意味では先行投資というか、ここにいかに力を注ぐかということが、本来は重要であると  

いうふうにまず指摘したいと思います。   

自立支援法においては、児童の部分のサービスもあるわけですけれども、ここでは児童  

デイサービスあるいはショートステイ、日中一時支援、こういったところが子育て支援・  

家族支援にとって非常に重要であると。そして何よりも、子どもを育てるということは、  

まず家族を通して子どもを育てるという視点に立って推進していただければと1、うふうに  

考えている次第です。   

2番目、所得保障の拡充と利用者負担の軽減ということですけれども、ここでは単純に  

具体的に例を示しておりますけれども、年金が約6万6，000円、工賃が、就労継続支援事  

業あるいは授産施設で平均1万2，000円、そうすると7万8，000円。7万8，000円でこの方  

が、例えばグループホーム、アパートなど、そういうところを借りて生活する、こういっ  

たことが実際にどうだろうかということをご想像いただければ、必然的に所得保障の問題  

というのはクローズアップされると思います。何よりも利用者負担というものが、所得保  

障ということに対して何の手立ても講じずに、ただ一方的に負担だけ求めたということが、  

現在の様々な課題を生んでいるということであります。そして、ではどのぐらいなんだと  

いうときに、せめて生活保護費、その辺ぐらいは必要ではないかということです。   

それとあと、特別障害者手当の基準緩和とか、住宅手当、こういったところも配慮して  

いただきたい。   

さらに、障害児を抱えていらっしやる若年層の家族の方にとっても、この利用者負担と  

いうのは大きな問題であるということも、ご理解いただきたいと思います。   

サービス体系の在り方と基盤整備ということで、基盤整備についてはこれまでも、この  

制度が自己選択・自己決定と言いながら、その基盤整備が進められていないというのが問  

題視されてきたところでありますけれども、引き続き積極的に基盤整備を図っていただき  

たいということであります。   

あともうひとつは、キーワードである地域生活を支える上で、ホームヘルプ、移動支援、  

行動援護、こういったサービスが非常に重要であるということで、これをもっと使いやす  
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くしていただきたい。特に移動支援については、これが地域生活支援事業になったことに  

よって、消極的になってしまった自治体があるということがございます。そこで個別給付  

のような形にしていただきたいということと、もう1点、事業所などへの送迎というのは、  

サービスとしては位置づけられていないわけです、送迎も含めて、送迎というのは交通機  

関の利用訓練という意味の送迎ですが、こういったものも対象にしながら個別給付化を図  

っていただきたいということであります。   

あと、サービスの質の確保、ここについては、私どもはあくまでサービスを利用する側  

でありますけれども、私どもも人材確保等、サービスを提供する側の事業者の皆さんが非  

常に大変な状況にあるということも伺っております。そういう意味では、報酬単価という  

ところで、安定したサービスの提供体制ということは大変重要であろうというふうに思っ  

ております。   

なお、日額制の問題については、利用者の立場から言いますと、メリットの部分をまず  

強調しておきたいと思います。   

1つは、その日によってサービスを選択することができる。これは実際に就労している  

人であっても、ある日は就労継続支援事業B型に行くといった事例も聞いております。そ  

ういう形でもって、日額払いによって様々なサービスを利用することが可能になったとい  

うこと。   

あるいは入所施設、グ／レープホームでも、帰省時に他のサービスを利用することができ  

る。例えばホームヘルプとかも利用することができる。これは日額制のいい部分というこ  

とで、この辺も申し上げておきたいと思います。   

あと、5番目の相談支援事業・自立支援協議会の充実・強化、特に知的障害のある人た  

ちにとって、自らサービスをコーディネートしたりしていくということは困難な場合が多  

いです。そういう意味では、相談支援体制というのをしっかり持っていただきたい。しか  

し、現在のところ、相談支援の窓口阜のものがまだ十分整備されていないという状況があ  

ります。   

それともうーつは、いわゆるケアマネジメントですね。相談支援事業者の相談支援専門  

員によるケアマネジメントというのは、サービス利用計画作成費という形で位置づけられ  

ています。知的障害のある皆さんにとっては、そのサービスが適切かどうかということも  

含めて、こういったものも広く、しっかりとした形で体制整備をしていただきたい。   

それと自立支援協議会、この自立支援協議会というものが、その地域のネットワークづ  

くり、基盤整備において重要な任に当たるはずですけれども、圭だできたものの機能して  

いないという現状があるようです。この辺も充実・強化を図っていただきたい。   

権利擁護、これについては自立支援法による制度仕組みができたとしても、様々な地域  

生活を進める上での環境条件の一つとしてあると思います。そういう意味で、成年後見制  

度、日常生活自立支援事業、あるいは法的に、虐待防止法、差別禁止法、こういったもの  

も体制整備が必要だということであります。  
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障害程度区分については、実際に中身、それ自体いろいろ問題があります。問題がある  

ことは皆さんご承知だと思いますけれども、特に知的障害の障害特性を含めた新たな尺度  

の検討、これが現在滞っているような感じもいたします。与党PTにあるように、速やか  

にまず一歩進めるということです。現状はあくまで結果オーライという形だけにすぎませ  

ん。問題の解決に何もなっていないということです。ですから、一歩でも進めるために、  

まずしっかりとした調査あるいは検証、これを行っていただきたい。   

さらに、育成会から申し上げれば、小規模作業所はまだ半数はそのままです。半数しか  

移行していないという状況があります。そういう中で、小規模作業所に対しても引き続き  

注目していただき、支援体制を整備していただきたいということです。   

最後に、12のところに跳んで申しわけないですけれども、自立支援法が目指す共生社会、  

このためには自立支援法のみで可能ということにはなりません。労働、教育、医療、様々  

な分野の連携を含めた形の地域支援体制、これをまず望みたいと思います。   

あと、先ほども出ましたけれども、やはり財源確保という重要な問題があります。既に  

社会保障費縮減2，200億円という問題が出ています。こういうことも含めて、しっかりと  

した財源確保、この辺もご努力いただければと、私たちも含めて一生懸命やっていかなけ  

ればならないというふうに認識しております。   

以上です。どうもありがとうございました。  

○潮谷部会長   

ありがとうございました。   

それでは、DPI日本会議から尾上様、よろしくお願いいたします。  

○尾上DPI日本会議事務局長   

皆さん、こんにちは。DPI日本会議の事務局長、尾上と申します。   

障害者インターナショナルの頭文字で、国際的な障害者団体の日本支部であると同時に、  

国内では60団体の障害種別を超えた団体が集まっているところでございます。ですので非  

常に多岐にわたる論点がございますけれども、今日はかいつまんでお話をしたいと思って  

います。資料7ということになります。   

その中の自立支援法の見直しというのを、決して部分的な見直しではなくて、むしろ地  

域での暮らしを権利として実現をしていくような法制度、それをつくるんだというふうな  

視点から見直しといいますか、新たな法制度化を図っていただきたいと思うんです。   

私ども、研究者も交えた形で、こういう形で障害者総合サービス法制定に向けて、仮称  

ですけれども、こういう研究事業も2年にわたって続けて、今も行ってきているところで  

す。そういったことも交えて今日お話をしたいと思います。   

その見直しの視点といいますか、どういうことかというと、どんなに重度の障害があっ  

ても地域で暮らせる、そういう地域生活サービス、財源の充実ということだなと思ってい  
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るんですが、どんなに重度の障害があっても地域での生活が可能にということなんですけ  

れども、これは私ども、欧米の脱施設化の研究をされているケント・エリクソンという方  

の論文を拝見いたしますと、施設か地域かというのはよく言われるけれども、それだけで  

はなくて、むしろ能力を重視した視点なのか、市民の権利としての視点なのかということ  

もあるんだということで、つまり施設か地域かだけではなくて、一人の市民として当たり  

前に、どんなに重度の障害があっても地域で暮らせるというふうな視点、この表でいいま  

すと、AからBという流れこそが本来のノーマライゼーションですし、この5月に発効い  

たしました障害者権利条約が言う、障害を持っていても地域社会で生活する平等な権利と  

いうことではないかと思うんです。   

例えば、一般就労がてきれば、あるいは身の回りのことができれば地域へというのでは  

ない、どんなに重度の障害があっても当たり前に地域で暮らせる、それであって初めて本  

来の意味での自立ですし、権利条約が言う地域生活だということをまず押さえておきたい  

ことが1つです。   

もう1点ですけれども、もう一つの資料の、2つに分けて資料集という形にさせていた  

だいておりますが、そちらの後ろから2枚目のほうになりますけれども、後ろから2枚目  

というのは、前々回でしたでしょうか、6月9日の障害者部会の中で出ていた資料なんで  

すけれども、地区移行の数字ですが、マイナス389人というのが報告でしたけれども、む  

しろここで見るべきは、地域移行された方が9，300に対して、それを倍する1万8，000人の  

方が新たに施設に入られたという、そちらのほうじやないかなということです。   

言うならば、施設から地域へということがよく言われるんですが、もう一つ、地域移行  

といった場合、前回、たしか障害児のサービスのところで、「ともに育ち、ともに学ぶ」  

ということがありました。つまり、′トさいときから地域でともに育ち学ぶならば、そのま  

ま大人になられたら、大人になって親元を離れて地域で暮らすという、そういう意味での  

親元での在宅から地域へという、もう一つの地域移行の軸が打ち立てられないと、どんど  

ん新規入所が繰り返されるということになるのではないか。そういう意味で、2つの意味  

での地域移行ということが進むような施策が要るんだということを押さえておきたいと思  

います。   

その点でですけれども、では一方、それだけ地域を中心にということからしますと、実  

は自立支援法が施行されて、実際には重度障害者の地域生活に不可欠な重度訪問介護や移  

動介護が非常に大変な状況になっている。社会資源が枯渇する状態になっているというこ  

とであります。   

もう一つの資料の前から6枚目に、重度障害者介護アンケート調査というのを入れてい  

ます。時間の関係で詳しくは説明いたしませんけれども、離職率が23％近く、非常勤のほ  

うで言いますと26％というような形で、非常に高い離職率になっています。そして、それ  

だけではなくて、同姓介護や泊まりの介護、長時間介護が必要という特性から、新しいヘ  

ルパーを見つけるのに大変苦労しているという状況にあります。  
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それはなぜかというと、やはり一つの背景に報酬単価が余りにも低いということが挙げ  

られます。といいますのも、この調査では、大学卒の初任給が15万9，000円という金額。  

さらに昇給も、10年働いても22万円ぐらい。五、六万円ぐらいしか昇給しないというデー  

タが上がっています。   

一方、では事業所がその分をとっているのかというと、決してそうではなくて、人件費  

比率は8割を超えている事業所が過半数でございます。つまり、もうどこも削りようがな  

い、それだけ低い報酬単価で、結果的に人が集まらなくて、その結果、何が一番困るかと  

いうと、支給決定をされても、重度の障害者にヘルパーを派遣する事業所が見つからない、  

ヘルパーが見つからない、その問題が出てきているわけです。これは何としても、報酬単  

価の見直しを初めとした地域のサービスをちゃんと発展させるというふうな体系に変えて  

いくべきだと思うわけです。   

そして、2つ目が移動支援の問題です。これも多くの委員の皆さんから意見が出ており  

ましたが、地域生活支援事業になって、非常に大きな地域間格差が出てきたのと、もう一  

つは、市町村の地域の実情に応じ柔軟にというのがうたい文句なんですが、現実には、例  

えば市内での移動に限る、市外に移動しちや駄目ですよ、入場料・入館料を伴う外出は駄  

目ですよ、硬直化しているのが減少ではないですか。やはり移動支援はもう一度個別給付  

に戻す、あるいは少なくとも地域生活支援事業の必須事業と言われている部分は、国が2  

分の1負担をするというような仕組みにすべきだと思っております。   

それとあと、グループホーム・ケアホームの個別ヘルプですね。個別ヘルプは緊急措置  

でやられましたが、ぜひとも恒久的なものにしていただきたいということと、さらに、先  

ほど別の団体からも出ていましたが、長時間介護のサービスを支えるための真の意味での  

義務的経費化。今はあくまで国庫負担基準の範囲内といいますか、障害程度区分で決まる  

国庫負担基準の範囲内でしかお金が出ていない状態です。実際に市町村が要した費用に対  

して2分の1が負担されて、本当の意味で義務的経費と言えるんじやないでしょうか。こ  

れはぜひ基金を積むなり、いろんな形で調整の仕組みをつくっていただきたいなと思って  

います。   

続きまして2番目のところですけれども、障害の範囲のところを山本のほうから発言さ  

せますので。  

○山本DPI日本会議難病の会   

DPI日本会議所属、難病の会の山本と申します。   

私は難病の当事者の立場として、障害の範囲に対して資料を作成しました。今日の資料  

7の参考資料というものの17ページのところにあるんですが、障害の範囲に関する資料と  

いうところを見ていただきたいと思います。   

まず、ひとり暮らしをする難病等の方の緊急対策や介護保障、十分な資産形成前に発症  

した若年者の自立支援は大変急務となっています。急に症状が悪化したんですけれども、  
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連絡することもできずに自宅に倒れていた方ですとか、実際手遅れになった等の相談を受  

けています。一刻も早く制度の狭間を解消していただきたいと思っております。   

しかし、今の障害者自立支援法は、入り口の要件として身体障害者福祉法等の障害手帳  

の保持が要件となっておりますので、現在の手帳基準に合わない難病等はサービスを利用  

できない状況にございます。   

自立支援法の3年後の見直しにおいては、障害手帳をお持ちの方はもちろんですが、障  

害手帳を持っていない、いわゆる発達障害の方ですとか、高次脳機能障害の方ですとか、  

難病等も含めて、この法律の支給決定プロセスで福祉サービスの必要性が認められた方に  

ついては、ぜひとも対象としていただきたいと思っております。   

国際規格を見ましても、表1・2。3を見ていただきたいんですが、日本の障害の範囲  

は大変狭いです。また、障害関係に係る予算も、先ほども出ましたが、アメリカと比べて  

も2分の1程度でしかありません。また、EU15カ国と比べても、支給決定の入り口で、  

手帳のように制限をかけているところはございません。ぜひともこういった事情を踏まえ  

まして改善していただきたいと思っております。   

また、東京都の国分寺市で実態調査しました。ここは11万人の方がいらっしやるんです  

が、手帳のない方で介助を利用している人は、若年者で5名程度です。対人口比で言えば  

0・0042％でしかありません。なので、こういった数が少ないからこそ、自立支穣法のよう  

な義務的経費で全国規模で包括的に施策を推進していただきたいと思っております。   

ぜひとも、風邪や骨折等との違いで→緒になるんじやないかというような疑問もござい  

ますが、これは既に医師の意見書ですとか審査会等で区別することは可能となっておりま  

す。何としてでもこの機に、私たち難病等や発達障害の方ですとか高次脳機能障害の方を、  

支給決定で認められた方、ニーズが認められる方を対象としていただきたいと思います。  

○尾上DPI日本会議事務局長   

あと、支給決定プロセスの見直しや負担の部分の見直しも意見としてはあるんですが、  

時間の関係で、最後に1つだけ申したいと思います。   

3ページ目の下のところでございますけれども、先ほど、どんなに重度の障害があって  

も地域でということを申し上げました。その視点からしますと、自立支援法の第1条の目  

的、後半、「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこ  

とができる地域社会の実現に寄与」、これだけ見れば、先ほどの障害者権利条約の19条の  

書きぶりなんかとも重なる部分があるのかもわかりません。   

ところが前半、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生  

活又は社会生活を営むことができる」というふうな書きぶり、能力や適性に応じた自立や  

社会生活、一体何なんでしょうか。むしろ権利条約は、能力や適性云々ではなくて、本人  

の自己決定に基づく自立ということを言っています。   

日本でもこれからいよいよ権利条約が、日本での批准に向けて国内法整備が課題になっ  
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てくる中で、能力と適性というのは外していただきたい、あるいはむしろ、本人の意向に  

基づく自立した生活、社会生活ということに変えれば、何の問題もないんじやないかとい  

うふうに思うわけですが、この点もぜひとも障害者権利条約という国際的な議論の水準に  

見合った制度の設計を、ぜひ障害者部会の皆様、していただきたいということを最後に申  

し上げて、DP1日本会議からの発言に代えさせていただきます。どうもありがとうござ  

いました。  

○潮谷部会長   

ありがとうございました。   

それでは、日本発達障害ネットワークから氏田様、そして日本自閉症協会から石井様、  

それぞれよろしくお願いいたします。  

○氏田日本発達障害ネットワーク副代表   

日本発達障害ネットワーク副代表の氏田と申します。   

本日は、私ども日本発達障害ネットワークにこうした形での意見を出させていただく機  

会を下さいまして、本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。   

私どもは、制度の谷間となっている自閉症、ADHD、学習障害などの発達障害のある  

人たちを支援しているネットワークです。本日、この10分間に、発達障害ネットワークと  

加盟団体の自閉症協会ということで、5分ずつの発言時間をいただいております。大きく  

分けて4点について、JDDネットのほうから発言をさせていただきます。よろしくお願  

いいたします。   

まずは、発達障害を障害者福祉サービスの対象として明文化し位置づけることをお願い  

したいと思います。   

昨年12月に与党障害者自立支援プロジェクトチームが出された報告書においても、発達  

障害者を初めとする障害者の範囲については、「引き続き検討する」とされおりますが、  

発達障害のある人は、現在、制度の谷間となっているため、必要な支援を受けられず、深  

刻な状況に置かれています。「引き続き検討」という状況ではとてもありませんので、ぜ  

ひ早急に具体化をお願いいたします。   

障害者自立支援法は、3障害を統合したものとして評価されていますが、全ての障害の  

ある人を含んだものとはなっていません。発達障害を初め高次脳機能障害など狭間にある  

障害も含め、支援を必要とする全ての障害のある人が必要な支援を受けられるような制度  

とするよう強く要望します。   

障害者自立支援法の法律の本文において、自閉症、ADHD、学習障害等の発達障害を  

サービスの対象者として明記することを最優先に要望したいと思います。   

また、この件につきましては、前半の日本身体障害者団体連合会様、また日本障害者協  

議会様、そして今の全日本手をつなぐ育成会様、DPI様からも、発達障害に言及したご  
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意見をちょうだいいたしましたことに感謝申し上げます。   

次に、障害程度区分認定の見直しに関してのお願いです。   

発達障害のある人への支援ニーズ評価の基礎となる障害程度区分認定に関して、現在の  

調査項目、判定基準は、支援の基本的な方針がないまま、異なる支援ニーズを評価してい  

るため、一次判定、二次判定ともに非常に複雑で、整合性を欠くものとなっています。発  

達障害のある人の支援ニーズは、身体介護を基本とした調査項目、判定基準にはなじみま  

せん。   

お手元に資料を提出させていただいておりますが、専門家の障害程度区分の妥当性の評  

価結果からも明らかになったように、現状の調査項目、判定基準は明らかに妥当性を欠く  

ものであると思います。   

1つには、今後、障害程度区分をどのように位置づけていくのかということでもあるか  

と思いますが、．障害程度区分はあくまで程度区分であって、程度区分イコールニーズ区分  

であるかのような使われ方では、本人が必要とされる支援ニーズを満たすことはできませ  

ん。区分により利用制限がかけられてしまうというのではなく、必要なサービスが保障さ  

れること、そのために必要な報酬が保障されることが重要であると私たちは考えています。   

今後の方向性としては、区分そのものではなく、ケアマネジメントの在り方やそれに関  

わる人材の育成が重要な課題となってくると思います。ケアマネジメントや人材育成にっ  

いてもぜひご検討いただき、発達障害のある人の支援ニーズを適切に把握する取組を行っ  

てくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。   

なお、評価ツールについて申し上げますと、例えば、自閉症・広汎性発達障害では、P  

ARSなど、既に利用可能なアセスメント・ツールもございますので、ぜひ採用いただけ  

ればありがたいです。   

本日、少しの資料を用意したんですが、全委員の分が間に合いませんでしたので、後日、  

山岡委員のほうから皆様のお手元にお届けしたいと思います。申しわけありません。   

次に、発達障害者の自立と社会参加についてですが、自立を支援する支援の枠組みが必  

要であると私たちは考えています。   

発達障害は、脳機能の生来性の障害に起因するものであり、早期からの継続的な支援を  

行うことで、よりよい自立への歩みを進めていくことができます。科学的根拠のある支援  

方法の調査研究に十分に取り組み、早期からの本人支援と家族支援に対して、サービスメ  

ニューを具体化し、質の高いサービスに相応の単価を保障していくことが、当事者の自立  

につながる方向性の一つと考えます。   

特に、発達障害のある子どもの場合、児童に対する支援サービスとして、例えば、社会  

的技能の向上を目指すスキル。トレーニングであるとか、家族支援のためのペアレント・  

トレーニングなどが必要となります。こうした支援サービスが障害児福祉サービスとして  

明確な枠組みの中で提供できるように、必要な相談支援事業を位置づけていただきたいと  

思います。  
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また、十分な支援を受ける機会を得られずに、既に成人期になった発達障害のある人と  

その家族が適切な支援サービスを利用できず、全国各地で生活困難な状況に置かれていま  

す。発達障害のある人の障害特性を理解し、成人期向けのスキル・トレーニングを開発し、  

地域生活支援の中で実施することや、就労移行支援事業の中での中間的な目標設定を行っ  

ていくことで、より多くの人が自立と社会参加への歩みを進めることができると考えてい  

ます。発達障害の成人向けの相談支援事業の検討とともに、早急な支援策の実施をお願い  

する次第です。   

時間となりましたので、最後に、支援が全国同じ水準で提供できるようになる必要性が  

あると私たちは考えています。   

現在、発達障害のある人への支援においては、地域間格差が顕著であり、同じ日本に生  

まれながら、生まれ育つ地域によって支援の質と量において大きな差異が生じています。  

全国のどの地域においても同じような支援が提供できるようにするためには、支援サービ  

ス提供者が一定水準の専門性を有することが必要ですが、それが十分に保障されていませ  

ん。支援ニーズの適切な把握方法や有効な支援メニューについて、全国で均等に実施でき  

るようにするための実のある研修を拡充することを要望いたします。   

その際、当事者団体が果たしている役割を正当に評価し、当事者の中から早期の障害受  

容などに貢献できる人材の養成を支援することが望まれます。当事者団体が地域において  

機能することで、地域の支援の質が向上することを施策的に位置づけることが、公的なサ  

ービスの質の向上にもつながると私たちは考えています。   

以上、日本発達障害ネットワークの意見につきましてもぜひご検討いただき、今後の政  

策に反映くださいますようお願いいたします。   

どうもありがとうございました。  

○潮谷部会長   

それでは、引き続き石井様、お願いいたします。  

○石井日本自閉症協会会長   

日本自閉症協会として発達障害ネットに入っておりますけれども、まだ歴史も浅く、日  

本自閉症協会は40年前に、親たちが就学を求めてつくった親の会全国協議会が社団法人日  

本自閉症協会となったわけでございます。資料9でございます。   

そこでは、私は今までお話を聞いていて、基本的なお話はほぼ出ていると思いますけれ  

ども、地域での自立ということはあくまで目標でありまして、その目標に到達していく過  

程における現状、障害者自立支援法の中で、従来から構成されてきたいろいろな支援とか、  

効果的な活動とか、人材というものが基盤になって、それを積み重ねていく方向でご検討  

いただくことが必要ではないかと思います。   

しかしながら、いわゆる社会福祉制度のパラダイム転換というようなこともあり、かつ  
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